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病 院 事 業 に 地 方 公 営 企 業 法 の 規 定 の 全 部 を 適 用 す る こ と に 伴

う 関 係 条 例 の 整 備 に つ い て  

 

病 院 事 業 に 地 方 公 営 企 業 法 の 規 定 の 全 部 を 適 用 す る こ と に 伴 い 、

関 係 条 例 を 別 紙 の と お り 整 備 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ７ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

病 院 事 業 に 地 方 公 営 企 業 法 の 規 定 の 全 部 を 適 用 す る こ と に 伴 う 関

係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  



  

亀 山 市 条 例 第   号  

 

   病 院 事 業 に 地 方 公 営 企 業 法 の 規 定 の 全 部 を 適 用 す る こ と に 伴

う 関 係 条 例 の 整 備 に 関 す る 条 例  

 

 （ 亀 山 市 情 報 公 開 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  亀 山 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ９ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ 項 中 「 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 」 の 次 に 「 、 病 院 事

業 管 理 者 」 を 加 え る 。  

 （ 亀 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  亀 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ２ ０ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 ３ 号 中 「 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 」 の 次 に 「 、 病 院 事

業 管 理 者 」 を 加 え る 。  

 （ 亀 山 市 防 災 会 議 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  亀 山 市 防 災 会 議 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ２ １ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ３ 条 第 ３ 項 中 第 ９ 号 を 第 １ ０ 号 と し 、 第 ６ 号 か ら 第 ８ 号 ま で

を １ 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 ５ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

（ ６ ） 病 院 事 業 管 理 者  

（ 亀 山 市 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の 一

部 改 正 ）  

第 ４ 条  亀 山 市 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ３ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ６ 条 第 ２ 項 中 「 及 び 教 育 長 」 を 「 、 教 育 長 及 び 病 院 事 業 管 理

者 」 に 改 め る 。  

（ 亀 山 市 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 ）  

第 ５ 条  亀 山 市 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例



  

（ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ３ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 旅 費 の 額 の 欄 中 「 及 び 教 育 長 」 を 「 、 教 育 長 及 び 病 院 事 業

管 理 者 」 に 改 め 、 「 及 び 医 療 セ ン タ ー 院 長 」 を 削 る 。  

（ 亀 山 市 職 員 給 与 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ６ 条  亀 山 市 職 員 給 与 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ４ ３ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

給 料 表 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

第 ６ 条 第 ２ 項 中 「 行 政 職 給 料 表 （ 一 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ

の 」 を 「 給 料 表 に お け る 」 に 改 め 、 「 も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給 料

表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し

て 規 則 で 定 め る 」 を 削 る 。  

第 ８ 条 第 １ 項 中 「 そ の 者 に 適 用 さ れ る 」 を 削 る 。  

第 ２ ６ 条 第 ３ 項 を 削 る 。  

第 ４ １ 条 第 １ 項 中 「 入 院 患 者 の 病 状 の 急 変 等 に 対 処 す る た め の

医 師 の 宿 日 直 勤 務 に あ っ て は ３ 万 円 、 」 を 削 り 、 「 ７ ， ２ ０ ０ 円 」

を 「 、 ７ ， ２ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

第 ４ ４ 条 第 ５ 項 中 「 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 行 政 職 給 料

表 （ 一 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 」 を 「 給 料 表 に お け る 」 に 、

「 も の 並 び に 同 表 以 外 の 各 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で 職 務 の 複

雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 等 を 考 慮 し て こ れ に 相 当 す る 職 員 と し て 当

該 各 給 料 表 に つ き 規 則 で 定 め る も の 」 を 「 職 員 」 に 改 め る 。  

第 ４ ９ 条 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 を 削 る 。  

第 ５ ０ 条 第 １ 項 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項

第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で の 」 を 「 前 項 各 号 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 「 、

前 項 第 ５ 号 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 そ の 月 分 を そ の 月 の 給 料 の 支 給 日

に 」 を 削 る 。  

附 則 第 １ １ 項 中 「 次 の 表 の 給 料 表 欄 に 掲 げ る 給 料 表 の 適 用 を 受

け る 職 員 （ 再 任 用 職 員 を 除 く 。 ） の う ち 、 そ の 」 を 「 給 料 表 に お

け る 」 に 、 「 次 の 表 の 職 務 の 級 欄 に 掲 げ る 職 務 の 級 以 上 で あ る 者 」



  

」              」  

を 「 ６ 級 以 上 で あ る 職 員 （ 再 任 用 職 員 を 除 く 。 ） 」 に 改 め 、 同 項

の 表 を 削 る 。  

別 表 第 ２ か ら 別 表 第 ４ ま で を 削 り 、 別 表 第 １ 備 考 中 「 他 の 給 料

表 の 適 用 を 受 け な い す べ て 」 を 「 第 １ １ 条 に 規 定 す る 職 員 以 外 」

に 改 め 、 た だ し 書 を 削 り 、 同 表 を 別 表 と す る 。  

 （ 亀 山 市 職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ７ 条  亀 山 市 職 員 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第

４ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ 号 中 「 及 び 教 育 長 」 を 「 、 教 育 長 及 び 病 院 事 業 管 理

者 」 に 改 め る 。  

    「                「  

                                        

別 表 中               を                              

 

 

    「             「  

 

に 、                 を                               に 改 め  

 

」                」  

 る 。  

（ 亀 山 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ８ 条  亀 山 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成

１ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ３ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

題 名 を 次 の と お り 改 め る 。  

   亀 山 市 水 道 事 業 等 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る  

   条 例  

第 １ 条 中 「 企 業 職 員 」 を 「 水 道 事 業 企 業 職 員 及 び 工 業 用 水 道 事

業 企 業 職 員 （ 以 下 「 水 道 事 業 等 企 業 職 員 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。  

第 ２ 条 中 「 企 業 職 員 」 を 「 水 道 事 業 等 企 業 職 員 」 に 改 め る 。  

市 長 、 副 市 長 及 び

教 育 長  

市 長 、 副 市 長 、 教

育 長 及 び 病 院 事 業

管 理 者  

消 防 長 及 び 医 療 セ

ン タ ー 院 長  
消 防 長  



  

 （ 亀 山 市 立 医 療 セ ン タ ー 使 用 料 及 び 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ９ 条  亀 山 市 立 医 療 セ ン タ ー 使 用 料 及 び 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ７ 年

亀 山 市 条 例 第 １ ４ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ３ 条 第 ２ 項 中 「 市 長 」 を 「 病 院 事 業 管 理 者 （ 以 下 「 管 理 者 」

と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 市 長 」 を 「 管 理 者 」 に 改 め

る 。  

 第 ４ 条 及 び 第 ５ 条 中 「 市 長 」 を 「 管 理 者 」 に 改 め る 。  

 別 表 の １ 特 別 な 設 備 及 び 器 具 の 使 用 に 係 る も の の 項 中 「 市 長 」

を 「 管 理 者 」 に 改 め る 。  

 （ 亀 山 市 消 防 団 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ０ 条  亀 山 市 消 防 団 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ４ ８ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ ４ 条 第 ３ 項 中 「 及 び 医 療 セ ン タ ー 院 長 」 を 削 る 。  

 （ 亀 山 市 ま ち づ く り 基 本 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ １ 条  亀 山 市 ま ち づ く り 基 本 条 例 （ 平 成 ２ ２ 年 亀 山 市 条 例 第 １

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 ２ 条 第 ３ 号 中 「 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 」 の 次 に 「 、 病 院 事

業 管 理 者 」 を 加 え る 。  

 （ 亀 山 市 の 私 債 権 の 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ ２ 条  亀 山 市 の 私 債 権 の 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 亀 山 市

条 例 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 の 見 出 し 中 「 市 長 」 を 「 市 長 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 市 長 」

の 次 に 「 及 び 病 院 事 業 管 理 者 （ 以 下 「 市 長 等 」 と い う 。 ） 」 を 加

え る 。  

第 ５ 条 か ら 第 ７ 条 ま で の 規 定 及 び 第 ８ 条 第 １ 項 中 「 市 長 」 を

「 市 長 等 」 に 改 め る 。  

第 ８ 条 第 ２ 項 「 市 長 は 、 」 の 次 に 「 市 長 等 が 」 を 加 え る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



  

 （ 亀 山 市 防 災 会 議 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 に 伴 い 新 た に 任 命 さ れ る 委 員 の 任 期 は 、 こ の

条 例 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 防 災 会 議 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に か

か わ ら ず 、 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。  
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